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①衛生管理
計画作成

② 実 行 ③記録・ 確認

 こ れが ｢見える化｣ ! !  

https: //w w w .m h lw . g o. jp / 

stf/seisakun itsu ite /bunya / 

0000179028 _ 00003 . h tm l 
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名称 洋菓子

原材料名 卵白（卵を含む）、砂糖、バター、小麦粉、食塩
／膨張剤、香料

原料原産地名 国産（卵白）

内容量 5個

消費期限 令和6年3月3１日

保存方法 高温多湿、直射日光を避けて常温で保存

製造者 ○○株式会社 ＋Ａ Ａ
名古屋市○○区○○ ○-○

製造所固有記号 ＡＡ ：□○工場 愛知県・・・
Ａ Ｂ：□△工場 岐阜県・・・

①

⑧

⑥

⑤

④

③

②

④内容量
グラ ムやミ リ リ ッ ト ル、 個数などの単位を明記し

て表示し ます。

・ ア レ ルゲ ン の表示
特定原材料を使用する場合は表示し ます。

（ Ｐ 7 参照）

添加物の目的で使用し た場合は、 食品であっ て
も 添加物と し ての表示が必要です。 また、 添加物
を以下の用途で使用し た場合、 用途名と 物質名を
併記する必要があり ます。

・ 添加物の表示

・ 甘味料 ・ 着色料 ・ 保存料
・ 増粘剤、 安定剤、 ゲル化剤又は糊料 ・ 酸化防止剤
・ 発色剤 ・ 漂白剤 ・ 防かび剤又は防ばい剤

⑤消費期限又は賞味期限
品質が急速に劣化する食品は安全に食べるこ と の

できる 期限と し て「 消費期限」 を表示し ます。 それ
以外の食品は「 賞味期限」 を表示し ます。

⑥保存方法
食品の特性にあっ た具体的な保存方法を表示し ます。 常温

で保存する以外に留意する点が無い場合、 省略でき ます。
【 例】 4 ℃以下で保存、 要冷蔵１ 0 ℃以下、 要冷凍－1 8 ℃以下など

⑦表示責任者（製造者、加工者、輸入者、販売者）
食品の表示内容に責任を持つ事業者の氏名又は名称と 住所

を表示し ます。 原則と し て製造者等（ 製造者、 加工者又は輸
入者） を表示し ます。 販売者と の合意がある場合、 製造者等
に代わっ て販売者を表示するこ と ができ ます。 その場合、 販
売者に近接し て製造者等の氏名又は名称及び製造所若し く は
加工所等の所在地を表示し ます。

⑧製造所固有記号
原則と し て同一製品を 二つ以上の製造所で製造し ている場

合、 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号の表示で、 製
造者と 製造所の所在地の表示に代えるこ と ができ ます。 その
場合、 原則と し て製造者名又は販売者名の次に「 ＋（ プラ
ス） 」 を冠し た記号を連記し 、 次のいずれかの内容を表示す
る必要があり ます。

Ⅰ 製造所の情報提供を求めら れた時に回答する者の連絡先
Ⅱ 製造所を表示し たウェ ブサイ ト アド レス（ 二次元コ ード

やこ れに代わるも のも 含みます。 ）
Ⅲ 同一製品を製造し ているすべての製造所所在地、 又はす

べての製造者の名称若し く は氏名及び製造所固有記号

◇ 表示に使用する文字の
ポイ ン ト 数

・ 通常の文字の大き さ
（ 8 ポイ ント 以上）

・ 表示可能面積が1 5 0 ㎝² 以下
（ 5 .5 ポイ ント 以上）

一般用加工食品の表示

栄養成分表示（100g当たり）

熱量 400kcal

たんぱく質 5.0g

脂質 20.0g

炭水化物 50.0g

食塩相当量 1.5g

①名称
その食品の内容を 表す社会通念上、 一般化さ れた

名称を 表示し ます。

ト ピ ッ ク ス
♦ 消費期限、 賞味期限について

でん粉、 チュ ーイ ンガム、 冷菓（ シャ ーベッ ト 等） 、
砂糖、 アイ スク リ ーム類、 食塩及びう ま味調味料、
酒類、 飲料水及び清涼飲料水（ ガラ ス瓶入り のも の
（ 紙栓を付けたも のを除く 。 ） 又はポリ エチレ ン 容
器入り のも のに限る） 、 氷

以下の食品は省略するこ と ができ ます。

なお、 保存方法が省略できる 食品も あり ます。

⑦

③原料原産地名
重量の割合が最も 高い原材料の原産地を表示し ま

す。 （ P5 参照）

②原材料名
最も 一般的な名称で、 使用し た重量の割合の高い

順に表示し ます。 また、 添加物と 添加物以外の原材
料を明確に区分する 必要があり ます。
【 例】 別欄記載、 /（ スラ ッ シュ ） 、 改行

⑨

⑨栄養成分表示
義務表示： 熱量、 たんぱく 質、 脂質、 炭水化物、 ナト リ ウ

ムをこ の順に表示し ます。 ナト リ ウムは食塩相当量を表示し
ます。

推奨表示： 飽和脂肪酸、 食物繊維
任意表示： 糖類、 糖質、 ビタ ミ ン 、 ミ ネラ ル類、 コ レ ステ

ロール等
・ 消費税法第９ 条第１ 項において、 消費税を納める義務が免

除さ れる事業者又は中小企業基本法第２ 条第５ 項に規定す
る小規模企業者（ 概ね従業員が２ ０ 人以下。 商業サービス
業は５ 人以下） が販売するも のについては栄養成分表示を
省略でき ます。

・ 栄養成分値は、 1 0 0 g 、 1 0 0 m l又は1 食分、 1 包装等1 単
位あたり の量を表示し ます。

※栄養成分表示には「 推定値」 「 こ の表示値は、 目安です。 」 等を近接部
に書く こ と で合理的な推定により 得ら れた値を表示できます。 ただし 、
「 カ ルシウムたっ ぷり 」 など栄養成分及び熱量を強調する場合や糖類及び
食塩の無添加についての表示を行う 際は推定値での表示は認めら れません。

例： あいう えお

例： あいう えお
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関係法令 事項 相談先 電話番号

食品表示法

問い合わせ先が
分から ない場合

保健所 食品衛生課 0 5 2 -9 7 2 -4 6 3 0

保健センタ ー健康安全課又は保健管理課
最寄り の保健センタ ー窓口

（ 下表）

衛生事項（ 消費期限、
添加物、 アレ ルゲン等）

保健センタ ー健康安全課又は保健管理課
最寄り の保健センタ ー窓口

（ 下表）

保健事項（ 栄養成分表示、
特定保健用食品等）

保健所 健康増進課 0 5 2 -9 7 2 -2 6 3 7

保健センタ ー保健予防課
最寄り の保健センタ ー窓口

（ 下表）

品質事項（ 原材料名、
原料原産地名等）

酒類を除く
食品

消費者庁（ 食品表示企画課） 0 3 -3 5 0 7 -8 8 0 0

愛知県農業水産局 食育消費流通課 0 5 2 -9 5 4 -6 4 2 1

名古屋市食品衛生検査所
広域監視担当

0 5 2 -6 7 1 -3 3 7 1

酒類
名古屋中村税務署
名古屋中税務署
熱田税務署

0 5 2 -4 5 1 -1 4 4 1
0 5 2 -9 6 2 -3 1 3 1
0 5 2 -8 8 1 -1 5 4 1

酒類を除く
不審な表示
の情報受付

東海農政局 消費・ 安全部
米穀流通・ 食品表示監視課

（ 食品表示１ １ ０ 番）
0 5 2 -2 2 3 -4 6 1 8

保健
センタ ー

事項 担当 電話番号
保健

センタ ー
事項 担当 電話番号

千種保健
センタ ー

衛生 保健管理課 0 5 2 -7 5 3 -1 9 7 1 熱田保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -6 8 3 -9 6 7 8

保健 保健予防課 0 5 2 -7 5 3 -1 9 8 1 保健 保健予防課 0 5 2 -6 8 3 -9 6 8 2

東保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -9 3 4 -1 2 1 2 中川保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -3 6 3 -4 4 5 7

保健 保健予防課 0 5 2 -9 3 4 -1 2 1 6 保健 保健予防課 0 5 2 -3 6 3 -4 4 6 1

北保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -9 1 7 -6 5 4 7 港保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -6 5 1 -6 4 8 6

保健 保健予防課 0 5 2 -9 1 7 -6 5 5 3 保健 保健予防課 0 5 2 -6 5 1 -6 5 0 9

西保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -5 2 3 -4 6 1 2 南保健
センタ ー

衛生 保健管理課 0 5 2 -6 1 4 -2 8 6 5

保健 保健予防課 0 5 2 -5 2 3 -4 6 1 6 保健 保健予防課 0 5 2 -6 1 4 -2 8 1 2

中村保健
センタ ー

衛生 保健管理課 0 5 2 -4 3 3 -3 0 3 6 守山保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -7 9 6 -4 6 1 7

保健 保健予防課 0 5 2 -4 3 3 -3 0 9 2 保健 保健予防課 0 5 2 -7 9 6 -4 6 2 4

中保健
センタ ー

衛生 保健管理課 0 5 2 -2 6 5 -2 2 5 7 緑保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -8 9 1 -3 6 3 2

保健 保健予防課 0 5 2 -2 6 5 -2 2 6 1 保健 保健予防課 0 5 2 -8 9 1 -3 6 1 9

昭和保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -7 3 5 -3 9 5 9 名東保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -7 7 8 -3 1 0 7

保健 保健予防課 0 5 2 -7 3 5 -3 9 6 2 保健 保健予防課 0 5 2 -7 7 8 -3 1 1 2

瑞穂保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -8 3 7 -3 2 5 3 天白保健
センタ ー

衛生 健康安全課 0 5 2 -8 0 7 -3 9 0 7

保健 保健予防課 0 5 2 -8 3 7 -3 2 6 7 保健 保健予防課 0 5 2 -8 0 7 -3 9 1 0

●食品表示法の全般的な内容（ 特定保健用食品、 機能性表示食品及び製造所固有記号の届出等を含む） は、
消費者庁食品表示企画課（ 〒1 0 0 -6 1 7 8 東京都千代田区霞ヶ 関３ -1 -1 中央合同庁舎4 号館 0 3 -3 5 0 7 -8 8 0 0 （ 代表） ） へ。

●食品表示における 、 食品の安全性に係る も の（ 衛生事項） 、 栄養成分表示等に係るも の（ 保健事項） の
具体的な相談は、 管轄する以下の保健センタ ーへご相談く ださ い。

食品表示法 相談窓口

名古屋市の保健セン タ ー 相談窓口

関係法令 相談先 電話番号 内容

医薬品医療機器等法 保健所 環境薬務課 0 5 2 -9 7 2 -2 6 5 1
医薬品的効能効果等に係
る表示・ 広告

景品表示法

愛知県 県民文化局 県民生活課
県消費生活総合センタ ー

0 5 2 -9 5 4 -6 1 6 6
0 5 2 -9 6 2 -0 9 9 9

不当表示禁止
虚偽表示、 誇大表示
公正競争規約 等公正取引委員会 中部事務所 取引課 0 5 2 -9 6 1 -9 4 2 3

計量法 経済局 産業企画課 計量検査係 0 5 2 -9 7 2 -2 4 4 8 内容量の表示方法

名古屋市消費生活条例 スポーツ市民局 消費生活課 消費生活係 0 5 2 -2 2 2 -9 6 7 9 品質などの表示

日本農林規格等に
関する法律（ Ｊ Ａ Ｓ 法）

東海農政局 経営・ 事業支援部 食品企業課 0 5 2 -7 4 6 -6 4 3 0 有機JA S規格等

(独)農林水産消費安全技術センタ ー 0 5 0 -3 4 8 1 -6 0 2 5 JA S規格等

牛ト レーサビリ ティ 法
東海農政局消費・ 安全部
米穀流通・ 食品表示監視課

0 5 2 -2 2 3 -4 6 1 1 個体識別番号の表示

米ト レーサビリ ティ 法 0 5 2 -2 2 3 -4 6 1 8
米及び米加工品の原料原
産地表示

食品表示法以外の表示相談窓口

令和６ 年５ 月 名古屋市保健所・ 保健センタ ー
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